
吹 田 市 立 南 山 田 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 規 約   
  

  

前        文   

  

　 吹 田 市 立 南 山 田 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ は、 『教 育 基 本 法』 お よ び 『児 童 憲 章』 の 精 神 に のっ と り、 民 

主 主 義 教 育 の 振 興 と 青 少 年 の 健 全 な 成 長 を 願 う と と も に、 会 員 相 互 の 親 睦 と 啓 発 を 図 る た 

め 次 の 規 約 を 定 め る。   

  

  

  

第   １   章    名 称 及 び 事 務 所   

  

第   １   条 　 本 会 は、 吹 田 市 立 南 山 田 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ と い う。   

  

第   ２   条 　 本 会 の 事 務 所 を 吹 田 市 立 南 山 田 小 学 校 （以 下 「本 校」 と い う。） に 置 く。   

  

  

  

第   ２   章     目 的 及 び 活 動   

  

第  ３  条 　 本 会 は、 保 護 者 と 教 職 員 と が 協 力 し て、 家 庭 と 学 校 と 社 会 に お け る 児 童 の 健 全 な    

成 長 を 図 る こ と を 目 的 と す る。   

  

第   ４   条 　 本 会 は、 前 条 の 目 的 を 達 す る た め 次 の 活 動 を す る。     

（１） 教 育 内 容 の 向 上 に 資 す る 活 動。   

（２） 児 童 の 生 活 指 導 と 福 祉 に 関 す る 協 力。   

（３） 教 育 環 境 の 整 備 と 充 実。   

（４） そ の 他、 目 的 を 達 す る た め に 必 要 な 活 動。   

  

  

  

第   ３   章       方       針   

    

第  ５  条 　 本 会 は、 教 育 に つ い て 考 え 行 動 す る 民 主 団 体 と し て、 次 の 方 針 に 従っ て 活 動 す    

る。   

（１） 児 童 の 教 育 並 び に 福 祉 の た め に 活 動 す る 団 体、 及 び 機 関 と 協 力 す る。   

（２） 特 定 の 政 党 や 宗 教 に 片 寄 る こ と な く、 ま た、 営 利 を 目 的 と し な い。   

（３） 本 会 ま た は、 本 会 の 役 員 の 名 で、 公 私 の 選 挙 の 候 補 者 を 推 薦 し な い。   

（４） 学 校 の 人 事、 そ の 他、 管 理 に は 干 渉 し な い。   
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第   ４   章     会       員   

  

第   ６   条 　 本 会 の 会 員 と な る こ と の で き る 者 は、 次 の と お り で あ る。   

（１） 本 校 に 在 籍 す る 児 童 の 保 護 者。   

（２） 本 校 の 教 職 員。   

  

第  ７  条 　 本 会 の 会 費 は、 月 額 １ ５ ０ 円 と す る。 但 し、 特 別 の 理 由 の あ る も の に つ い て は、 免 除    

す る こ と が で き る。   

２ ． Ｐ Ｔ Ａ 慶 弔 規 定 は、 そ の 社 会 状 況 に 応 じ て、 見 直 す こ と が で き る。   

  

第   ８   条 　 会 員 は す べ て 平 等 の 権 利 と 義 務 を 有 す る。   

  

第   ９   条 　 本 会 は、 吹 田 市 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会 の 会 員 と な る。   

  

  

  

  

第   ５   章 　 　 役 　 　 　 員   

  

第 １ ０   条 　 本 会 の 役 員 は、 次 の と お り と し、 役 員 会 を 構 成 す る。   

（１） 会    長     １ 名   

（２） 副 会 長     ３ 名   

（３） 書    記     ４ 名 　 （う ち 教 職 員 部 よ り １ 名 選 出）   

（４） 会    計     ３ 名 　 （う ち 教 職 員 部 よ り １ 名 選 出）   

２ ． 役 員 の 任 期 は ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 末 日 ま で と す る。 但 し、 再 選 は 妨 げ な い。   

３ ． 役 員 に 欠 員 が 生 じ た 場 合、 運 営 委 員 会 で 決 定 す る。 但 し、 任 期 は 前 任 者 の 残 任 

期 間 と す る。   

４ ． 役 員 等 候 補 者 の 選 出 方 法 は 細 則 で 定 め る。   

  

第   １ １   条   役 員 の 任 務 分 担 は、 次 の と お り と す る。   

（１） 会 長 は、 会 務 を 総 理 し、 本 会 及 び 運 営 委 員 会 を 代 表 す る。   

（２） 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し、 会 長 の 任 務 遂 行 に 支 障 が 生 じ た 場 合、 そ の 職 務 を 代 

行 す る。   

（３） 書 記 は 記 録 の 作 成 及 び 庶 務 を 行 う。   

（４） 会 計 は 本 会 の 財 産 及 び 金 銭 の 出 納 を 管 理 す る。   

  

  

  

  

第   ６   章 　 　 会 　 計 　 監 　 査   

  

第   １ ２   条 　 本 会 の 経 理 を 適 正 な ら し め る た め、 ２ 名 の 会 計 監 査 役 を 置 く。   

２ ． 会 計 監 査 役 の 選 出 及 び 任 期 に つ い て は、 第 １ ０ 条 第 ２ 項 か ら 第 ４ 項 ま で の 規 定 を 

準 用 す る。   
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第  １ ３  条 　 会 計 監 査 役 は、 ９ 月 末 に 中 間 監 査 を 行 い、 運 営 委 員 会 に そ の 結 果 を 報 告 し な け    

れ ば な ら な い。   

２ ． 最 終 監 査 は、 年 度 末 後、 次 期 総 会 ま で に 行 い、 総 会 に 報 告 し、 そ の 承 認 を 求 め 

な け れ ば な ら な い。   

  

  

  

  

第   ７   章 　   委 員 会 及 び 部   

  

第  １ ４  条 　 本 会 に、 次 の 委 員 会 及 び 部 を 設 け る。 ま た、 こ れ ら の 運 営 及 び 組 織 体 系 に つ い    

て は、 細 則 で 定 め る。   

（１） 行 事 委 員 会   

（２） 広 報 委 員 会   

（３） 文 化 委 員 会   

（４） 生 活 委 員 会   

（５） 推 薦 委 員 会   

（６） 教 職 員 部   

２ ． 本 会 に 特 別 の 必 要 が あ る と き は、 運 営 委 員 会 の 議 を 経 て、 特 別 委 員 会 を 設 け る こ 

と が で き る。   

  

  

  

  

第   ８   章 　    総 　 　 　 会   

  

第   １ ５   条 　 総 会 は、 全 会 員 を 以 て 構 成 す る。   

２ ． 総 会 は、 年 度 内 に ２ 回 開 催 す る 定 時 総 会 と 臨 時 総 会 と す る。   

３ ． 臨 時 総 会 は、 運 営 委 員 会 が 必 要 と 認 め た と き、 ま た は、 会 員 の ３ 分 の １ 以 上 の 要 

求 が あっ た と き に 開 催 す る。   

４ ． 臨 時 総 会 の 開 催 に お い て、 運 営 委 員 会 が 必 要 と 認 め た と き は、 書 面 に よ る 総 会 

を 開 く こ と が で き る。 な お、 総 会 の 成 立 及 び 決 議 及 び 召 集 に つ い て は、 第 １ ６ 条 及 

び １ ７ 条 を 準 用 す る。   

第  １ ６  条 　 総 会 の 決 議 は、 次 の 事 項 に つ い て、 委 任 状 に よ る も の を 含 め、 構 成 員 の ５ 分 の １    

以 上 が 出 席 し、 そ の 過 半 数 の 賛 成 に よ り 成 立 す る。 但 し、 規 約 の 改 正 に は ３ 分 の 

２ 以 上 の 賛 成 を 要 す る。   

（１） 役 員 及 び 会 計 監 査 役 の 選 任。   

（２） 予 算 及 び 決 算 の 承 認。   

（３） 年 間 活 動 計 画 及 び 活 動 報 告 の 承 認。   

（４） 規 約 の 改 正。   

（５） そ の 他 運 営 委 員 会 が 提 案 し た 事 項。   

２ ． 委 任 状 に よ る 議 決 権 の 代 理 行 使 は こ れ を 認 め る。   
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第   １ ７   条 　 総 会 は、 運 営 委 員 会 の 議 を 経 て 会 長 が 招 集 す る。   

２ ． 招 集 通 知 は、 総 会 の 開 催 日 の 1 週 間 前 ま で に し な け れ ば な ら な い。   

３ ． 招 集 通 知 に は、 会 議 の 目 的 た る 事 項 を 記 載 し、 必 要 な 資 料 を 添 付 し な け れ ば な 

ら な い。   

  

  

  

第   ９   章 　 　 運 営 委 員 会   

  

第   １ ８   条 　 運 営 委 員 会 は、 役 員、 各 委 員 会 の 委 員 長、 各 部 の 部 長、 特 別 委 員 会 の 委 員 長、   

　 　 　 　 　 　 　 校 長、 教 頭 を もっ て 構 成 さ れ、 本 会 の 年 間 活 動 計 画 等 に お け る 連 絡 調 整 及 び 承 

認 を 行 う と 共 に、 そ の 他、 総 会 へ の 提 案 事 項 及 び 細 則 の 制 定・ 改 正 な ど、 全 般 的 

な 日 常 活 動 に つ き 討 議、 決 定 す る。   

２ ． 運 営 委 員 会 は、 定 例 委 員 会 の ほ か、 会 長 が 必 要 と 認 め た と き ま た は、 構 成 員 の ４ 

分 の １ 以 上 の 者 よ り 要 求 が あっ た と き、 会 長 が 招 集 す る。   

３ ． 運 営 委 員 会 の 決 議 は、 そ の 構 成 員 の ２ 分 の １ 以 上 が 出 席 し、 過 半 数 の 賛 成 に よ り 

成 立 す る。   

  

  

  

第   １ ０   章 　 　 経 　 　 　 理   

  

第   １ ９   条 　 本 会 の 経 費 は、 会 費 そ の 他 の 収 入 に よっ て ま か な わ れ る。   

  

第  ２ ０  条 　 経 費 の 支 出 は、 総 会 に お い て 承 認 さ れ た 予 算 に 基 づ い て 行 わ れ る。 但 し、 ４ 月 １    

日 か ら 総 会 開 催 日 ま で の 慣 行 的 支 出 に つ い て は、 役 員 会 の 議 を 経 て 行 う こ と が 

で き る。   

  

第   ２ １   条 　 本 会 の 会 計 年 度 は、 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 の ３ 月 末 日 ま で と す る。   

  

  

  

第 　 １ １ 　 章 　 　 雑 　 　 　 則   

  

第  ２ ２  条 　 こ の 規 約 に 定 め る も の の ほ か、 本 会 の 運 営 に 関 し 必 要 な 事 項 は、 こ の 規 約 に 反 し    

な い 限 り に お い て、 運 営 委 員 会 の 決 議 を 経 て、 細 則 で 定 め る。 運 営 委 員 会 は、 

細 則 の 制 定、 ま た は 改 廃 し た 場 合、 そ の 結 果 を 次 期 総 会 に て 報 告 し な け れ ば な 

ら な い。   

  

  

  
第 １ ２ 章 　 個 人 情 報   

  

第 ２ ３ 条 　 こ の 個 人 情 報 取 扱 方 法 は、 本 会 が 取 得・ 保 有 す る 個 人 情 報 の 適 正 な 取 り 扱 い を 定 め る こ 

と に よ り、 事 業 の 円 滑 な 運 営 を 図 る と と も に、 個 人 情 報 に 関 す る 会 員 の 権 利・ 利 益 を 保 

護 す る こ と を 目 的 と す る。     
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第 ２ ４ 条 　 本 会 は 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 法 令 等 を 遵 守 し、 個 人 情 報 保 護 法 に 則っ て 運 用 管 理 を 

行 う。 活 動 に お い て も 個 人 情 報 の 保 護 に 努 め、 要 配 慮 個 人 情 報 は 取 り 扱 わ な い も の 

と す る。     

  

第 ２ ５ 条 　 個 人 情 報 の 取 扱 方 法 は、 総 会 資 料 ま た は 通 知 な ど に よ り 会 員 に 周 知 す る。     

  

第 ２ ６ 条 　 本 会 で は 個 人 情 報 を 次 の 目 的 の た め に 利 用 す る。     

（１） 会 費 請 求、 管 理 等 の た め の 連 絡     

（２） 文 書 等 の 送 付     

（３） 本 会 役 員・ 委 員・ 会 員 名 簿 等 の 作 成     

　 　 　  （４） 会 員 活 動 に 関 す る 全 て に 利 用   

  

第 ２ ７ 条 　 本 会 が 取 り 扱 う 個 人 情 報 の 利 用 は、 Ｐ Ｔ Ａ 会 長 に 書 面 で 提 出 さ れ た 次 の 事 項 と す る。     

（１） 氏 名   

（２） 住 所   

（３） 電 話 番 号   

（４） お 子 様 の ク ラ ス   

  

第 ２ ８ 条 　 会 員 は、 取 得 に 同 意 し た 場 合 で あっ て も、 そ の 後 の 事 情 に よ り 個 別 の 項 目 ま た は 全 て の 

事 項 に つ い て、 同 意 を 取 り 消 す こ と が で き る。     

　 　 ２ ． 不 同 意 の 申 し 出 が あっ た 場 合、 直 ち に 該 当 す る 個 人 情 報 を 廃 棄 ま た は 削 除 し な け れ ば 

な ら な い。 た だ し、 名 簿 な ど と し て 既 に 配 布 し て い る も の に つ い て は、 削 除 の 連 絡 を す 

る こ と で こ れ に 替 え る。   

    

第 ２ ９ 条 　 個 人 情 報 は、 本 会 が 適 正 に 管 理 す る。     

２ 　 不 要 と なっ た 個 人 情 報 は、 適 正 か つ 速 や か に 廃 棄 す る。     

  

第 ３ ０ 条 　 本 会 は、 次 に 挙 げ る 場 合 を 除 き、 あ ら か じ め 本 人 の 同 意 を 得 な い で、 個 人 デー タ を 第 三 

者 に 提 供 し て は な ら な い。     

（１） 法 令 に 基 づ く 場 合     

（２） 人 の 生 命、 身 体 ま た は 財 産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る 場 合 で あっ て、 本 人 の 同 意 

を 得 る こ と が 困 難 で あ る と き     

（３） 公 衆 衛 生 の 向 上 ま た は 児 童 の 健 全 育 成 の 推 進 の た め に 特 に 必 要 が あ る 場 合 で 

あっ て、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る と き     

（４） 国 の 機 関 も し く は 地 方 公 共 団 体 ま た は そ の 委 託 を 受 け た 者 が 法 令 の 定 め る 事 務 を 

遂 行 す る こ と に 対 し て 協 力 す る 必 要 が あ る 場 合 で あっ て、 本 人 の 同 意 を 得 る こ と 

に よ り 当 該 事 務 の 遂 行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る と き   

  

  

（付 則）   

旧 規 約 は、 平 成 ２ ３ 年 ２ 月 １ ８ 日 総 会 決 議 を もっ て 廃 止 す る。   

こ の 規 約 は、 平 成 ２ ３ 年 ２ 月 １ ８ 日 総 会 決 議 を もっ て 施 行 す る。   

こ の 規 約 は、 平 成 ２ ６ 年 １ ０ 月 １ ７ 日 総 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の 規 約 は、 平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ３ 日 総 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の 規 約 は、 平 成 ２ ７ 年 １ ２ 月 ２ ４ 日 臨 時 総 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の 規 約 は、 平 成 ２ 9 年 9 月 ２ 2 日 臨 時 総 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   

こ の 規 約 は、 令 和 ２ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 臨 時 総 会 決 議 を もっ て 改 正 す る。   
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Ｐ Ｔ Ａ 慶 弔 規 定 　 （南 山 田 小 学 校 Ｐ Ｔ Ａ）   

  

  

  

  

制 定 　 昭 和 ５ ２ 年 ４ 月 １ 日   

改 正 　 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日   

改 正 　 平 成 １ ５ 年 ４ 月 １ 日   

改 正 　 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日   

改 正 　 平 成 ２ ３ 年 ２ 月 １ ８ 日   

改 正 　 平 成 ３ ０ 年 ２ 月 １ ５ 日   
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   対 象 者    金 額    備 考   

お 見 舞 金   
児 童   

先 生 会 員   
5,000 円   

1 カ 月 以 上 に わ た る 病 気、 怪 我、 又 は 災 

害 に よ る 欠 席 又 は 欠 勤   

弔 慰 金    会 員・ 児 童   
5,000 円 も し く は 

献 花 等   

告 別 式 へ の 参 列 は、 校 長 ま た は 教 頭 と 

　 相 談 の 上 適 宜 判 断 す る。   


